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事務総局会議（第28回）議事録

日時 令和2年11月2日 （月）午後2時OO分
～ 午後2時12分

場所 総局会議室

出席

者

中村事務総長，石井総務局第一課長徳岡人事局長，氏本経理局長，門

田民事局長兼行政局長，福家刑事局第一課長，手嶋家庭局長，大須賀秘

書課長兼広報課長，杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官，

議事 人事院報告（月例給関係）等について
●

徳岡人事局長説明（資料）

C 守

結果 ◎裁判官会議付議

● 垂



事務総局会議資料
.《 I 1月ユ日開催）

／

人事局）(令和2． 11． 2

人事院報告(月例絵関係）等

＜資料目録＞

報告の骨子
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資料

報告の骨子

○今回の報告のポイント

月例給の改定なし

民間給与との較差（△0.04％）が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定

が困難であることから、月例給の改定を行わない。

1 民間給与との比較

約12,000民間事業所の約43万人の個人別給与を実地調査(完了率80.2％）

公務と民間の4月分給与を調査し､≦’主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、

学歴、年齢を同じくする者同士を比較

0民間給与との較差△164円△0.04％

〔行政職(一)…現行給与408,868円平均年齢43:2歳〕

Z改定方針

民間給与との較差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難である

ことから、月例給の改定を行わない。

(参考）ボーナスの改定（令和2年10月フ曰勧告）

民間の支給割合（4.46月）との均衡を図るため引下げ4.50月分→4.45月分

民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映



事務総局会議（第29回）議事髭
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令和3会計年度における協織会等開催計画 、
、
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雫
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(中央協議会等）

齢
ロ
.高‘

鞘別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 所管局課 総人員

一. 等ﾕ .一君一一一

長官，所長会同 当面の司法行政上の諸問題6月16日，

17日

1 高裁長官，地裁・家裁所長2日 総務局 84人

長官事務打合せ 司法行政上の諸問題11月18

日， 19日

2日 高裁長官 総務局２ 8人

長官事務打合せ 司法行政上の諸問題3月10日

（予備日 ： 3

月4日， 18
日）

高裁長官 総務局1日3 8人

高裁事務局長事務打合せ 司法行政上の諸問題 高裁事務局長10月1日，
3月3日

（2回）

1日 総務局 8人4

高裁総務課長等事務打合せ 総務事務全般の連絡協議 高裁総務課長及び文書企画官 総務局11月11日 1日 16人5

高裁首席書記官事務打合せ 書記官事務全般の連絡協議 高裁の民事首席書記官及び刑事首席書記官11月4日 総務局6 1日 16人

人事関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

5月 人事行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長2日 人事局 8人７

人事事務打合せ(高裁人事課長） 10月 人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐の
うちいずれか1人

2日 人事局 16人8

人事事務打合せ.(高裁人事課長） 人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐の
うちいずれか1人

2月 人事局 16人2日9

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長) ．

経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長9月 経理局2日 8人10

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次

長）

経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長1月 経理局2日 8人11

121経理事務打合せ（高裁会計課長） 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び総括企画官，会計課企画官,同
課課長補佐又は同課専門官のうちいずれか1人

10月 経理局2日 16人

高裁会計課長及び総括企画官，会計課企画官,同
課課長補佐又は同課専門官のうちいずれか1．人

経理行政事務全般の連絡協議 経理局経理事務打合せ（高裁会計課長） 2月 16人2日13

1 各専門分野に共通する専門訴訟の審理運営
上の課題と方策について
2専門部等非設置庁を含む裁判所全体の専門

訴訟の審理運営の改善を図るために取り組むべ
き課題と方策について．

3 民事訴訟全般の審理運営の改善を図るため
に専門部等が果たし得る役割について ，

各地裁の民事部のうち，医療, 、建築i商事，交
通，行政, ‐労働，知財事件を担当する専門部又は
集中部の部総括又は右陪席裁判官（各専門分野か
ら原則として1名）

専門部等裁判官事務打合せ 9月 民事局

行政局

約50人1日14

調停委員協議会 5月27日 調停制度の在り方に関し考慮すべき事項15 1日 民事調停委員，家事調停委員 民事局

家庭局
100人

1
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号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 所管局課 総人員

Ⅱ

簡易裁判所民事事件担当裁判官等事務
打合せ

16 9月 簡裁民事事件の現状と課題
1 民事訴訟関係
交通損害賠償事件の審理。判決の在り方
について等

2民事調停関係

調停委員の人材確保のための施策につい
て等

3 その他

簡裁判事の技能向上

0， 5日 1 各地裁の民事事件担当の裁判官各1人
2各地裁管内の簡裁の民事事件担当の裁判官各
1人

3各地裁管内の簡裁の民事事件担当の主任書記
官各1人

※簡裁裁判官及び主任書記官は，本庁所在地簡裁
の者に限定しない。

民事局 150人

民事執行事件及び倒産事件担当者等事
務打合せ

17 11月～1月 1日 民事執行事件の運用上考慮すべき事項

倒産事件の運用上考慮すべき事項
１
２

1 東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，
神戸，名古屋,広島，福岡，仙台，札幌及び高松
各地裁の執行・倒産担当の裁判官各1人（執行事

件と倒産事件を担当している部が異なる場合に
は， 2人とすることもできる。 ）

2 1の各地裁の民事次席書記官又は主任書記官
各1人

3 1の各地裁の総括執行官各1人

民事局 約,40人

首席家庭裁判所調査官事務打合せ18 5月 高裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所
調査官が行う調整事務に関し考慮すべき事項

高裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所調
査官

1日 家庭局 8人

後見関係事件事務打合せ 7月7日 後見関係事件の運用に関する連絡協議19 0. 5日 1 高裁の民事次席書記官1名

2高裁の総務課長又は総務課課長補佐のいずれ
か1名

3 高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判官
又は上席裁判官のいずれか1名

4高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首席書
記官又は家事の次席書記官のいずれか1名．
5 高裁の所在地を管轄する家裁の総務課長1名

家庭局 4．0人

2



令和3会計年度における協織会等開催計画
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所管局
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開催時期 協議事項 協議旨等 開催地

~ ▲

総務課長等協議会 12月～翌年2月 総務事務全般に関する諸問題1日 1 高地家裁総務課長

2 高地家裁文書企画官，高地家裁総
務課課長補佐,専門官のうち高裁が相
当と認めるもの

各高裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催）

総務局 約118人

首勝書記官等協議会 書記官事務について1月～2月２ 1日 ，首席書記官とし 高地家裁の首席書記官及び晒家裁而裁
判官（具体的な対象範囲は未定）

各高裁所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定
て考慮す~べき事項等

人事関係事務協議会 (未定）３
弓
４

人事事務の処理に関し考慮すべき事項1日 高裁の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長 。

各高裁所在地から開催地
を複数選定（合同開鮮）

人事局 116人

人事管理協議会 9月～10月 1日 人事管理上の諸問題 高裁の事務局次長及び人事課長；地・
家裁の事務局次長

各高裁所在地から開催地
'を複数選定予定〈合同開
催） ．

人事局 約130人

人事担当課長等協議会5 10月～12月 人事事務全般に関する諸問題1日 1 各高等裁判所の人事課長及び人事
課課長補佐等

2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁所在地から開催地
を選定予定

人事局 116人

経理関係事務協議会 (未定） 経理事務の処理に関し考慮すべき事項6 高裁の事務局次長及び会計課長,地家
裁の事務局長

0． 5

日
各高裁所在期がら開罹亜
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 116人

へ

会計課長協議会 1月～2月 予算の適正執行及び効率的執行に関
し，考慮すべき事項

7 1日 高裁の会計課長及び地家裁の会計課長 各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 61人

簡易裁判所民事実務研
究会

簡裁の調停制度及び司法委員制度の運

用に関し実務上考慮すべき事項

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

8 1日～

2日
簡裁の裁判官及び書記官，民事調停委
員,・司法委員

各地裁 民事局 各地裁で決定

新任民事調停委員研修
会 一

各地裁で決定

（原則として4月

～7月） ．

9 民事調停事件の処理に必要な基礎的知

識の習得
新任民事調停委員2日 各地裁 民事局 各地裁で決定

新任民事調停委員ケー

ス研究会
各地裁で決定（6

月～翌年3月）
民事調停事件の処理にうき事例研究の

方法による実践的な知識及び技術の習
得 ．

10 新任民事調停委員1日 各地裁 民事局 各地裁で決定

民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月)．

11 民事調停事件の処理につき必要な応用
的知識及び技術の習得

1日～

2日
2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

各地裁 民事局 各地裁で決定 －

1
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瞳穂別 開催時期 会期 協議事項 協議員韓 開催地

民事調停委員ケース研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

民事調停事件の処理につき事例研究の

方法による実践的な知識及び技術の習
得

1日～

2日

民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

調停運営協議会及び調
停委員表彰式

各高裁で決定

（9月～11月）

13 1 民事･家事調停の運営に関し考慮
すべき事項
2高裁長官表彰

1日 各地裁及び家裁管内の調停協会に語而
て指導的地位にある調停委員

各高裁で決定－各高裁 民事局

家庭局

鑑定委員協議会 開催する地裁で決
定
（6月～12月）

借地非訟事件の処理に関し考慮すべき
事項：

14 東京及び大阪各地裁の鑑定委員1日 開催する地裁で決定 民事局 開催する地裁で決
定 。

新任司法委員研修会 各地裁で決定
（1月～3月）

15 司法委員としての職務につき必要な基

礎的知識の習得 ．
新任司法委員0． 5

日

各地裁 民事局 各地裁で決定

一
陥

一
Ⅳ

司法委員研究会

ノ

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

司法委員としての職務につき必要な実
践的知識及び技能の習得

司法委員1日～

2日

各地裁 民事局 各地裁で決定

管財人等協議会 各地裁で決定

（9月～翌年3
月）

倒産事件の管財業務等の処理に関し考
慮すべき事項

1R 破産事件の破産管財人，民事再生事件

の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等．

各地裁 民事局 各地裁で決定

民事事件担当裁判官等

協議会

1月～2月 民事訴訟手続の更なる運営改善に向け
て，争点中心の審理を実現するための
課題と方策等について

18 1 全地方裁判所の民事事件を担当す

る部総括裁判官及び右陪席裁判官各1
名

2全地方裁判所の次席書記官又は主
任書記官

3 各ブロックの高等裁判所の裁判官
1名，首席書記官

1日 （合同開催）※予定

東京

（東京，高松）
大阪

（大阪，仙台）

名古屋
（名古屋,,札幌）
福岡

(広島，福岡）

民事局 166人

刑事事件担当裁判官協
議会

1月～2月 1裁判員裁判の運用上の課題

2 その他刑事事件の処理に関し考慮
すべき事項

刑事事件担当の高裁・地裁の裁判官19 1日 ． (合同開催） 4高裁で開

催（開催地は未定）
刑事局 68人

’
20 刑事鑑定研究会 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

刑事事件の鑑定を巡る諸問題 学識経験者並びに地裁の裁判官及び書
記官

O. 5

日

各地裁 刑事局 各地裁で決定

2
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協議事項 協識昌等 開催鋤

心神喪失者等医療観察

法関係研究協議会
各地裁で決定

（9月～翌年3
月）

医療観察事件の処理上問題となる事項
及び実体的な判断の在り方に関して考
慮すべき事項

21 精神保健判定医及び精神保健参与員候
補者並びに地裁の裁判官及び書記官 ．

５
。０
日

各地裁 刑事局 各地裁で決定

犯罪被害者等の置かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための

研究会

各高裁で決定（6

月～翌年3月）
犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏

まえ，犯罪被害者等の置かれた立場
状況等に関する理解を深めるための意

見交換等

22 意見交換等のテーマに応じた外部有識

者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

0． 5

日
各高裁で渓定各高裁 刑事局

家庭局

法廷通訳基礎研修 各地裁で決定

（4月～翌年3
月） ．

法廷通訳経験のない又は少ない初級レ
ベルの通訳人候補者等を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得

ワq
白U 通訳人候補者となることを希望し，か

つ，対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる者又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官及び書記官

1日 各地裁 刑事局
民事局

行政局

家庭局

各地裁で決定

法廷通訳セミナー 各高裁で決定

（6月へ:翌年3
月）

中級レベルの通訳人候補者を対象とし

た法廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補者並びに高裁及び開催地の
地裁の裁判官及び書記官

24 2日 各高裁所在地にある地裁

（東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

刑事局

民事局

行政局
家庭局

各高裁で決定

｜
妬 法廷通訳フオローアツ
プセミナー

東京，大阪各高裁
で決定

（6月～翌年3
月）

上級レベルの通訳人候補者を対象とし
た法廷通訳に必要な知識･技能の習得

通訳人候補者並びに東京，大阪各高裁
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び書

記官

東京，大阪各地裁2日 刑事局
民事局

行政局

家庭局

各高裁で決定

保護観察に関する連絡

協議会

各地裁で決定（7

月～翌年9月）
保護観察の実情につ．いて
その他

刑事事件担当の地裁・簡裁の裁判官，

裁判所書記官及び保謹観察所の職員
各地裁26 0. 5

日

１
２

刑事局 各地裁で決定

簡易裁判所刑事事件担
当裁判官協議会

10月～12月 1 刑事事件の運用に関し考慮すべき

事項

2 その他

刑事事件担当の簡裁裁判官,開催地所
在の地裁裁判官

（合同開催） 4高裁で開

催（開催地は未定）

刑事局27 1日 108人

▲

検察審査会事務局長研
究会．

地裁本庁所在地の検察審査会（複数の
検察審査会が設置されている場合に
は〃第一検察審査会)の事務局長

6月～10月 検察審査会事務局事務についで必要な

知識の取得及び実務上の諸問題の検討
（一部合同開催）

3～4高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局 50人28 0． 5

日

労働審判員研修会 各地裁で決定

（4月～6月）

労働審判事件の処理に必要な基礎的知

識の習得
新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で決定1日29

労働審判員研究会 各地裁で決定

（原則として9月

～12月）

労働審判事件の処理に必要な専門的知
識の習得

労働審判員1R 各地裁

十
30 行政局 各地裁で決定

3
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知的財産権訴訟研究会 10月～12月 知的財産権訴訟について考慮すべき実
務上の諸問題

５■
０
．
日

知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官

（注）主催は知財高裁

東京高裁

（知財高裁）
行政局 22人

知的財産権関係事件担

当専門委員実務研究会

32 9月～12月 知的財産権関係事件における専門委員

の関与の在り方

0． 5

日
1 知財高裁の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官
2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）

.(注）主催は知財高裁

東京高裁

（知財高裁）
行政局 知財高裁で決定

｜ ’

新任家事調停委員研修
会

各家裁で決定（原
則として4月～7
月･）

33 家事調停事件の処理につき必要な基礎

知識の習得
新任家事調停委員又はこれに準ずろ家
事調停委員

1日～

2日一
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

家事調停委員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月)
家事調停事件の処理につき必要な専門

的知識の習得

34 家事調停委員
〃へ日

日
１
２

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

家事調停委員ケース研
究会

各家裁で決定（6
月～翌年3月）

家事調停事件の処理につき事例研究の
方法による必要な知識の習得

35 1日～

2日

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定（6

月～翌年3月）
家事事件の処理に関し考慮すべき事項36 1日～

2日

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，家事調停委員，参与員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

家事関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定

（4月～翌年3

月） ．

家事事件の処理に関して連絡調整を要

する事項

37 家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，福祉関係， 医療関係，その他協議
事項に関連する機関・団体の職員の中
から，各家裁の実情等を考慮して選定。

1日～

2．日
各家裁で決定 家庭局 各家裁で決定

少年関係機関との連絡

協議会
各家裁で決定

（4月～翌年3
月）

38 少年事件の処理に関して連絡調整を要

する事項
家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，保護関係，教育関係及び警察関
係，その他協議事項に関連する機関。
団体の職員の中から，各家裁の実情等
を考慮して選定

1日～

2日

各家裁で決定 家庭局 各家裁で決定

新任参与員研修会 各家裁で決定（1

月～3月）

家事審判事件及び人事訴訟事件の処理

にづき必要な基礎的知識の習得
新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁の本庁又は支部39 1日～

2日

家庭局 各家裁で決定

参与員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）

40 家事審判事件及び人事訴訟事件の処理

につき必要な専門的知識の習得
参与員1日～

2日
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

4
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首席家庭裁判所調査官
協議会

1月←2月 首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭
裁判所調査官の調査事務等に関し考慮
すべき事項

1日 首席家庭裁判所調査官 （合同開催）※予定~
東京（東京，仙台）
大阪（大阪，札幌）
名古屋（名古屋，高松）
福岡･ (福岡，広島）

家庭局 50人

家事事件担当裁判官等

協議会
各高裁で決定

（1月～2月）

42 家事事件の運用上の諸問題1日 高裁管内の家裁において家事事件を担

当する裁判官，書記官及び家裁調査官
各高裁

（一部合同開催）
東京

大阪（大阪，高松）
名古屋（名古屋，札幌）

広島（広島，仙台）
福岡

家庭局 各高裁で決定

5



事務総局会議資料集2
( ( I月{0日開催）

【総局会議配布資料】

(令和2. 11. 10総務局）

少年保護事件記録等の編成についての通達発出に関する事項

の最高裁判所事務総長への委任について

(配布資料目録）

裁判官会議決議事項案1

（

ー



裁判官会議議決事項案

少年保護事件等の記録の編成についての通達の発出に関する事項につい

ては，最高裁判所事務総長に委任する。

ノ

歩
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事務総局会議資料
(II月I7日開催）

【配布資料】

j． 、I 、判所負(裁判官以 ･･プ・・ 再 こつい計修の実施に腰

1 中央研修

1

０
』 I ！§の夫

F1

1隣
蜂
色
目 (I肝 H

1

ｊ
口
‐僧 §） 密

■

1

－句更の内容

l)管理者層を対象者とするもの

ア管理業務系

首席害記官

首席家裁調査官

事務局長

次席書記官,次席家裁調査官，
事務局次長等

次席家裁調査官等

首席書記官研究会

首席家庭裁判所調査官研究会

事務局長研究会

管理者研究会

次席家庭裁判所調査官等研究
《
毒

中止

2本中1本を中止

中止

2本中1本を中止

中止

イ研修事務系

高裁次長,高裁首席書記官,首
席家裁調査官

研修計画協議会 期闇短縮して実施
■

(2)中間管理者層を主な対象者とするもの

ア管理業務系

主任書記官,主任家裁調査官，
課長補佐等

主任書記官,主任家裁調査富，
訟廷管理官,課長等

主任家裁調査官

中間管理者研修I

中間管理者研修Ⅱ

主任家庭裁判所調査官研修

中止(全S回）

中止(全量回）

中止

イ研修事務系

研修の企画,実施を指導する立
場にある者

書記官研修(高裁委嘱)講師予定
者

研修指導研究会
岳
０

実務指導研究会

中止(全2回）

中止(全4回）

(3)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの
① り

ア裁判事務系

霧記官,家裁調査官(担当分野）

書記官(担当分野）

家裁調査官(テーマ又は執務経
験）

速記官(テーマ）

■

執行官(テーマ又は執務経験）

実務研究会(家事,少年）

実務研究会(民事,刑事),特
別研究会(家事）

家庭裁判所調査官特別研修

家庭裁判所調査官応用研修

速記官中央研修
0

総括執行官研究会

執行官実務研究会

新任執行官研修

家事は期濁短縮して実施
少年は繕記宮につき中止家裁
調査官につき期間短縮して実施

民事(全2回>と刑事中止
家事は期間短縮して実施

中止(全S回）

時期を変更して実施

中止

中止

期悶短縮して実施

期間短縮して実施



2

研修の対象者 (研修4目） 変更の内容

イ事務局事務系

係長等(担当分野）
係長等(総務,人事‘会計担
当)研修

中止(全分野）

ウ研修事務系
OG

研修事務担当係長等 研修事務担当者研修 中止

4）新採用職員を対象者とするもの

新採用職員(総合職） 総合職採用職員初任研修 期間短縮し,て実施

(5)その他

ア情報化関係

情報セキュリティ対策事務を担当
する管理職員

情報化推進の役割を担当する職
員

裁判事務支援システム(簡裁民
事･支払督促･高裁刑事･簡裁刑
事事件部分)の導入事務を担当
する職員

情報セキュリティ研修

情報処理研修

裁判事務支援システム(簡裁
民事･支払督促･高裁刑事･簡
裁刑事事件部分)導入研修

中止

中止(全2回）

中止(全6回）

イ採用試験事務関係

採用試験事務を担当する管理職
員等

採用試験事務担当者研究会 中止



2高裁委嘱研修

変更の内容

i(1)管理者層を対象者とするもの

※1

|(2)中間管理者層を対象者とするもの

期間短縮して実施

(3)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系

中止

※1

！ イ事務局事務系
期間短縮して実施

※1

|(4) 事務官層を対象者とするもの 一
●

中止

※1

！(5)新採用職員層を対象者とするもの
期間短縮して実施

※1中止の方針を示しているが,既に実施済みの高裁もあり,各高裁の実施状況を確認の上,お膳りする予定

3自庁研修

’

※2各庁で実施状況を確認し,変更事項があればお諮りする予定

3

研産の夫 象身雪 (研 彦名）

次席家裁調査官等
次席家庭裁判所調査官等実務
研究会

新たに主任書記官,主任家裁調
査官,課長補佐等に任命された
者

新任中間管理者研修

樗記官(執務経験）

家裁調査官(主任家裁調査官を
含む｡）(テーマ）

書記官ブラッシュアップ研修

家庭裁判所調査官実務研究会

新たに係長に任命された者 新任係長研修

事務官(執務経験,担当分野） 事務官専門研修

事務官〈執務経験）
ジャンプアップ研修

事務官法律研修

新採用職員(総合職を除く｡） 新採用職員研修

研修の対象者 (研修名） 変更の内容

事務官(執務経験） ステップアップ研修 中止

採用後1年程度の職員 フオローアップセミナー ※2

採用直後の職員 フレッシュセミナー ※2

※2



4委託研修

研修の対象者 (研修名） 変更の内容

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させるもの｡参加さ
せる研修,期間,職員については,最高裁において定める。 ※3

※3計画どおりに実施中であるが,変更事項があればお諮りする予定

5研究

I
書記官,家裁調査官の合同による実務研究

書記官による実務研究

家裁調査官による実務研究

【参考】

1書記官養成課程第一部第1フ期及び第二部第16期

､ 1Cgl!震から総研に参蕊し‘在宅学修に対するフオ画一･アップの授業や,必要な試験を実施

鯏涛16日から令和毒年S月乏馨臼までは‘総研と所農庁篝とをインターネットで接続してオン

ライン研修を実施予定

ただし､令和3年1月4日から堂湾宋までは｡再度総研に参蕊し,修了試験等を実施予定

2書記官養成課程第二部第1フ期

10"1e量からめ集合研修を中止し"所属庁において在宅学修(DVD視聴等)を実施

洲員渦臼から嫁‘第一部蕊W期及び第二部第1e期と悶様にオンライン研修を実施予定

令和3年s角からば，総研に参集し‘第一期の識験等を実施予定

3家裁調査官養成課程第16期

1C"1臼から総研に参集し，集合研修を実施

4家裁調査官養成課程第1ア期

所属庁で”か罵闘鋤実務修習を実施中

4

研究の対蘭2者 (’ P『夛
回
心
ｊ
ダ
ロ 目）

書記官,家裁調査官 合
口 司実務研究

書記官 書’記官実 諾研究

家裁調査官
■

家庭裁判所調査官実務研究

家庭裁判所調査官関係機関特
別研究(関係機関について,心
身の鑑別について.更生保護
について）
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事務総局会議（第31回）議事録
丁~~－－一一一~~~ー

日時i令和2年11月241月24日 （火）午後2時00分～午後2時18分

I場所｜総局会議室

,徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民事
長,戸苅家庭局第一課長，大須賀秘書課長
長兼審議官，長崎審議官

事課長）の開催について
第1）

高裁事務局次長）の開催について
第2）

二F村畢勝総長，村田総務后

局長兼行政局長，安東刑事
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需寵竜議料茅’

(令和2． 11． 24人総印）

人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催

主 催 最高裁判所

期 日 令和3年2月8日 （月） ′

開催方法 テレビ会議シス.テムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部

を除く。 ）を接続する方法により開催する。

協議事項 （1）人事上の諸問題について

（2） その他

出席者 各高等裁判所事務局の人事課長及び人事課企画官又は人事課課長

補佐のうちいずれか1人、

合計 16人
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需誉蕊議料峯〃

(令和2． 11． 24経監印）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

主 催

期 日

開催方法

最高裁判所

令和s年1月21日 （木）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部
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を除く。 ）を接続する方法により開催する。

協議事項

出席者

経理行政等事務全般の連絡協議４
５ 各高等裁判所事務局次長 8人


